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研究成果の概要（和文）： 不法行為責任や取締役の責任が問題となる文脈においては、損害発生の抑止、損害の填補
、保険のそれぞれについて、相互に関連する複数の法的問題が提起される。本研究は、民事責任を基礎づける不法行為
法・会社法等の民事諸法の観点と、被害者救済の実効性を担保する保険法の観点の双方から、これらの問題に対する考
察を行ったものである。
　本研究においては、巨大リスクに関する問題と、損害賠償と各種の保険給付の調整の問題に焦点を当て、民事責任と
保険の関係を考察した。

研究成果の概要（英文）： Several mutually related legal issues arise regarding deterrence, compensation, a
nd insurance when liabilities matter. This project researched these issues from the perspectives of both c
ivil law and insurance law.
 This research analyzed the relationship between liability and insurance, with a focus on the issue of cat
astrophic risks and the issue of coordinating compensation from collateral sources.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 2001 年に米国で発生した同時多発テロは
米国や保険業界に巨額の損害をもたらした
が、法的にも、①不法行為法の理論面や潜在
的な巨額の民事責任に関する問題、②巨大不
法行為における被害者救済、事前・事後のリ
スク・損失負担の枠組みのあり方、③保険に
おけるテロというリスクの性質の研究等の
諸点において、様々な問題提起を行った。 
 このように、同時多発テロという事象が、
将来のテロ発生の抑止、被害者の救済、保険
のそれぞれについて相互に関連する問題を
提起したことで、不法行為法と保険法の双方
の観点からテロという問題を考察すること
の必要性が改めて示された。同様の問題は、
取締役の責任、環境汚染など、私法分野に多
く存在する。たとえば、会社役員の民事責任
を担保する D&O 保険は、会社法の立場から
その適法性に関して一定の考察がなされて
きた。しかし、D&O 保険が会社法のルール
に与える影響や保険の存在による取締役の
インセンティブの変化等の研究を保険法サ
イドが十分に供給してきたとは言い難い。こ
のようなテーマについても、テロ同様、会社
法・金融商品取引法等の民事責任の観点と保
険の観点の双方に基づく考察が、議論を深化
させるものであると考える。 
 
２．研究の目的 
 不法行為法・会社法等の民事諸法における
民事責任の問題について、民事責任と保険の
双方の観点から研究を行い、民事責任を基礎
づけるルールと被害者救済の実効性確保の
ための責任保険の関係、損害保険と責任保険
等の保険給付相互間の関係、保険制度を前提
とした民事責任のあり方等に関する解釈論
と立法論の探求等を行う。具体的な目的とし
ては、以下の三点が挙げられる。 
 第一に、既に研究の蓄積のある不法行為
法・会社法等の民事諸法における民事責任や
被害者救済の問題について、民事責任と保険
の双方の観点から研究を行う。 
 第二に、同時多発テロや、他の巨大リスク
が提起した私法上の法的問題の全体像を把
握し、これに関する議論の研究を行う。 
 第三に、新種のリスク（主として巨大リス
ク）の実現により、第一及び第二に掲げた問
題が、具体的にどのような形で発生しうるの
かを検討する。これを受けて、解釈論・立法
論の次元での提言を行う。 
 
３．研究の方法 
 (1)研究開始当時予定していた研究方法は、
①米国同時多発テロが提起した問題のリサ
ーチに加え、テロに関する事前のリスク負担
や事後の損失負担のあり方、民事責任や保険
の関係等の研究、②①を踏まえ、テロ以外の
複数の問題において、民事責任に関するルー
ル、保険に関するルール、損害賠償や各種の
給付の調整のあり方、保険商品の内容、保険

商品の購買行動等の観点からの比較法的考
察、③①②を踏まえた、一般的な理論枠組み
の構築、の三点を中心としていた。 
 
 (2)研究開始後に、メキシコ湾原油流出事
故、東日本大震災、タイ洪水等が発生し、本
研究の研究目的に直結する複数の新規の問
題が提起された。これを受け、④東日本大震
災が提起した様々な法的問題を踏まえた地
震等の巨大リスクが提起しうる問題の考察、
⑤自然災害における防災・減災と、民事責任
及び保険の関係の考察、とりわけ、巨大リス
クに対して、事前・事後でどのような制度設
計をし、誰がどのようにそのリスクを負担す
ることが望ましく、そのような制度設計が可
能か、⑥巨大リスクを扱う約款解釈のあり方、
といった観点も研究対象に含むようになっ
た。 
 
４．研究成果 
 (1)第一に、研究代表者が従来から行って
きた、同時多発テロが提起した私法上の問題
について研究を深め、数点の研究成果を公表
した。 
 まず、この問題に関する総論として、同時
多発テロの問題の全体像を以下の通り論じ
た（論文③④、学会発表①）。 
 ① 同 時 多 発 テ ロ の 直 後 に 、 Air 
Transportation Safety and System 
Stabilization Act 及 び Aviation and 
Transportation Security Act が制定され、
潜在的な不法行為の責任主体（テロリスト以
外の航空運送人、航空機製造者、世界貿易セ
ンタービルの設計者等）の責任制限を行う一
方で、同時多発テロ被害者救済基金を設立し、
被害者救済を行った。この被害者救済基金は
様々な問題を提起したが、とりわけ、遺族が
受給した生命保険給付の控除を基金による
給付額から控除する旨の立法が、従来は聖域
とされてきた生命保険給付の位置づけに対
する問題提起となった。 
 ②同時多発テロを受け、再保険会社が一斉
にテロに対する免責条項を約款に挿入し、こ
れを受けて、元受保険会社も同様の免責条項
を約款に挿入した。これにより、被保険者が
テロに対する保険保護を希望しても入手で
きないか、供給が極めて限定され、保険料も
高騰することとなり、テロ保険市場が崩壊す
るに至った。テロに対する無保険は米国社会
の復興における問題となり、連邦政府は、
Terrorism Risk Insurance Act of 2002 を
制定し、将来のテロのリスクをカバーさせ
るため、損害保険会社にテロに対する保険
の供給を義務づける一方で、連邦政府が、
保険業界に対して再保険類似の安全装置を
供給することで、テロ保険市場を復活させ
た。このことは、政府と市場の関係、テロ
というリスクの性質等に対する問題提起と
なった。 
 ③航空会社等、テロリスト以外の者が民



事責任の主体となる可能性が認識されるこ
とで、製造物責任等の不法行為法の分野に
影響を与える可能性が指摘された。他方で、
米国法のように不法行為法の目的をコスト
の内部化による損害の最適な抑止に求める
場合、テロリスト自身に対する抑止効果が
ないのは当然であるし、その他の潜在的な
責任主体への追加的な抑止効果も考えづら
い。このことは、不法行為法の目的との関
係では、民事責任を課す根拠に対する問題
提起となった。 
 次に、これらの問題のうち、①に対応し
た各論として、生命保険給付の性質や、複
数の給付の調整における議論を参照し、比
較法的研究を行った（論文①）。日米のい
ずれにおいても、生命保険給付は、損害賠
償や他の給付との関係では調整の対象とな
らない、いわば聖域との位置づけを与えら
れてきたが、同時多発テロ被害者救済基金
は、生命保険給付を調整の対象とし、従来
とは異なる扱いを行った。このことは多く
の議論を喚起したが、①どの給付主体が主
として責任を負担するか、②不法行為、私
保険、公保険、社会保障という賠償・補償
メカニズムの各々が有する内在論理、③各
種の給付の根拠や不法行為法の目的論との
関係、等の観点からなされた米国の議論を
研究することで比較法的考察を行い、生命
保険の法的位置づけや給付の調整原理に関
する研究を行った。 
 
 (2)第二に、テロ以外の巨大リスクが提起
し、又は提起しうる潜在的な問題について、
東日本大震災等の発生を受け、研究を広げた。
公表した研究成果として、巨大リスクと保険
の関係に関する考察が挙げられる。この研究
は、巨大リスクを研究するうえでの複数の着
眼点を得ることを目的とするとともに、巨大
リスクに対する保険の成立が困難である理
由を論じたものである（論文⑤）。 
 この研究では、最初に、保険法及び現行保
険約款における巨大リスクの位置づけにつ
いて確認し、生命保険においては、法定免責
の戦争についても、約款では、保険金の削減
条項を伴うものの担保されている一方で、損
害保険においては、保険の種類に応じて、法
定免責である戦争のほか、約款では、地震・
津波・噴火等が免責とされていることに加え、
タイの洪水を受けて洪水保険の供給が減少
するなど、テロ同様に、新たに認識されるに
至った巨大リスクに対して市場が反応する
ことを確認した。 
 次に、とりわけ損害保険において、巨大リ
スクに対する免責条項や引受けの制限など
により、損害保険会社が巨大リスクに対する
保険保護を原則的に提供しない理由を考察
した。その理由として考えられるのは、①リ
スクの巨大性により新種リスクについては
プーリングが困難であり、既存の保険種目に
ついても準備金枯渇による供給の制限、リス

クの保険料率への反映による需要の減少が
考えられ、一度リスクが実現すると短期的に
ではあれ市場の機能が低下すること、②低頻
度・高損害であることからの保険システムへ
の変換の問題とリスク認知の主観性の問題
があること、③相関性の高さ、複数ラインで
の損害の同時発生、損失の巨大性、逆選択や
リスク認知の主観性の問題があり、これらの
理由によりリスクのプーリングが困難であ
ること、④相関性の高さから、リスクを地理
的・時間的に十分に分散することが困難であ
ること、⑤損害の防止・軽減が困難であるこ
と、の諸点である。 
 このように、巨大リスクの性質についての
総論的な考察を踏まえ、代表的なリスクであ
る戦争、テロ、自然災害のそれぞれについて、
リスクの特徴の研究を行った。 
 
 (3)第三に、日本の判例や約款の研究を通
じ、形成されてきた判例法理、判例における
未解決の問題、保険法施行後における判例法
理の変化の有無、判例法理や保険法に対応し
た保険約款の変化等の研究を行った。 
 判例研究の対象は、交通事故に関する判例
を中心とし、①損害賠償や給付の調整に関す
る問題、②交通事故の被害者救済システムと
しての人身傷害補償保険に関する問題、③傷
害保険の担保範囲や訴訟における立証責任
の問題を主として研究した。 
 このうち①②について例を挙げると、交通
事故が発生すれば、加害者による損害賠償に
加え、加害者の責任保険、被害者側の傷害保
険による給付等複数の保険給付が競合する
ことになる。そのため、解釈論と立法論の双
方において、被害者に全ての給付の保持を認
めるか給付の調整を行うか、調整を行う場合
にはどのように調整を行うかが問題となる。
たとえば、人身傷害補償保険に基づく保険給
付がなされた場合に、保険給付を行った保険
者が請求権代位により取得する加害者に対
する損害賠償請求権の範囲については判例
上争いがあった。 
 このように、損害賠償と私保険給付、損害
賠償と社会保険・社会保障給付、私保険給付
と社会保険・社会保障給付が競合することは
珍しくなく、その場合に、どのように相互の
調整を行うかは、長い間問題とされてきた問
題である。論文①は、日本法についてこのよ
うな問題意識に基づいて判例法理を分析す
る一方で、前述（4(1)③）の米国において同
時多発テロをめぐって展開された議論との
比較法的考察を行うことで、現在の日本法に
おける給付の調整のあり方に対する問題提
起を行ったものである。 
 
 (4)これらの研究成果においては、判例や
現行の保険約款を前提とした個別の法律問
題の解釈論の研究を行うとともに、現に発生
し、又は発生することが想定される巨大リス
クが、将来的に、どのような問題を提起し、



あるいは提起することが予想されるかの研
究を行ったものとまとめることができる。 
 そこでの成果を総合すると、①日本におけ
る給付の調整については、その内在論理に関
する研究が十分とは言い難いため、解釈論・
立法論の双方で研究の蓄積を行う必要があ
ること、②従来蓄積されてきた、巨大リスク
以外を念頭に置いた議論と、巨大リスクが提
起する問題とが、必ずしも対応しているわけ
ではないため、巨大リスクを念頭に置いた解
釈論・立法論の研究の蓄積を行う必要がある
こと、③複数の事例研究を行い、巨大リスク
が提起しうる問題の全体像を明らかにする
必要があること、の三点の結論を得た。 
 そして、上記の問題についてのさらなる研
究を進めることが今後の課題である。 
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